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高病原性鳥インフルエンザ防疫対策の再徹底について

今シーズンは、11月17日時点で４例の高病原性鳥インフルエンザ
の発生が確認されています。野鳥で感染が確認されていない地域で
も、家きん農場で発生していることから、どの地域で発生してもおかし
くない状況です。飼養衛生管理基準の遵守状況を再点検し、早期通
報と発生予防対策を徹底しましょう。

◆早期通報の徹底

◆再発・密集地域（大臣指定地域）における新しい対策

●鶏舎開口部へのフィルター等の設置準備

チアノーゼ

元気消失

死亡増加

誘導換羽中も警戒を
徹底してください！

躊躇なく直接
家保に通報！

今シーズンの４事例のうち、３事例が過去発生した農場での再発生となっています。
飼養衛生管理基準の遵守状況の再点検を行いましょう。特に大臣指定地域にあた
る農場は、以下の対策もできる限り行いましょう！（令和８年１月１日施行）

●野鳥誘因防止対策

●消毒薬の備蓄

詳細が決まっていないものに
関しては、分かり次第
ご連絡します！


